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戸 籍

　住民基本台帳カードは

・金融機関で口座を開設するときや

携帯電話の新規購入の場合など、運

転免許証同様に公的な身分証明とし

て利用することができます。

・全国の市区町村窓口で、本人や

世帯の「住民票の写し」の交付を

受けることができます。

・所得税など行政機関への申告・

届出などが自宅や会社のパソコン

を使ってインターネットによるオ

ンラインサービスを受けることが

できます。( 利用にはＩＣカード

リーダライタが必要となります )

■交付申請に必要なもの

・証明書用として撮影された顔写

真１枚（縦 4.5cm 横 3.5cm）

・免許証、健康保険証、年金手帳

など本人が確認できるもの

・印鑑　・手数料 500 円

▼詳細　戸籍住民係

　　　　（☎ 23 － 2463）

住基カードを

ご存知ですか ?

困ったときの納税Ｑ＆Ａ

Ｑ
　�0 月から郵便局が民営化

されましたが、町税の納付

のために利用していた口座振替は

継続できますか？

Ａ
　ゆうちょ銀行に引き継が

れていますので、そのまま

利用いただけます。詳しくはお問

い合わせください。

▼夜間納税相談　

　毎月第 2・4 木曜日

　19 時 30 分まで

▼問合せ　納税課（☎23 － 2341）

都 市 計 画

　次のとおり募集しますので、申

し込みください。

▼場所　①弥生・②幸町

▼面積　①　1,311.5 ㎡（396.73 坪）

　　　　②　343.83 ㎡（104.01 坪）

▼申込・詳細　

　都市計画課区画整理係

　（☎ 23 － 3198）

当別幸町土地区画整理事業

宅地を分譲します

雇 用

　北海道ナースセンターは北海道か

らの委託により開設している看護無

料紹介所で、厚生労働大臣の許可を

得て相談を受け付けています。

　就職先を探している看護職と看

護職員を雇用したいと考えている

施設にそれぞれ登録していただき

職業紹介をしています。

【求人・求職申込み方法】

・来所による登録

・電話などで連絡した後、送られ

てくる登録票により申し込み

・ｅ－ナースセンターで登録

http://www.nurse-center.net/

▼詳細　㈳北海道看護協会

　北海道ナースセンター

　〒003－0027

　札幌市白石区本通16丁目北6番1号

　☎ 011 － 863 － 6794

　FAX　011 － 866 － 2244

ナースセンターに

登録しませんか

法 務 局

　札幌法務局では、登記・供託・戸籍・

人権擁護などの疑問や相談にお答え

する「法務局なんでも相談」を開催

します。相談無料、秘密厳守、予

約は不要ですので、お気軽にご来

場ください。

▼日時　12月1日(土)　10時～14時

▼場所　札幌エルプラザ

　札幌市北区北 8 条西 3 丁目

▼相談内容　土地家屋や会社の登

記、地代・家賃の紛争における供託、

いじめ・体罰などの人権問題等

▼対応者　札幌法務局職員

　　　　　人権擁護委員

▼詳細　札幌法務局庶務課

　（☎ 011 － 709 － 2311 内線 2112）

「法務局なんでも相談」

開設のご案内

環 境

　町コミバスの燃料に使用してい

る、家庭用の廃食用油の回収場所

を当別熱源ガソリンスタンドにも

設けました。ペットボトルなどの

容器に入れて持参してください。

▼回収場所

　当別熱源ガソリンスタンド（末広）

　㈲下段モータース ( 樺戸町 )

　町環境対策課 ( 役場 1 階 )

▼問合せ　㈲下段モータース

　　　　　（☎ 23 － 2630）

廃食用油の

回収場所が増えました

都 市 計 画

　幸町土地区画整理事業区域内で

行ったまちづくり交付金事業の事

後評価原案を、町ホームページ、

役場窓口で公表しておりますの

で、ご意見をお寄せください。

▼詳細　都市計画課区画整理係

　（☎ 23 － 3198）

まちづくり交付金事業

事後評価原案を公表しています



��2007 年 11 月号

≪交通事故にあったら≫

　交通事故などで第三者の行為によって、ケガや病気

をしたときでも国保を使えますが、医療費は加害者が

全額負担するのが原則です。

　国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に

請求します。

　交通事故にあったら国民健康保険に必ず届け出てく

ださい。

＊届け出を提出しなかった場

合や遅れた場合は、本来加害

者が負担すべき医療費に加入

者の皆さんが納めている国民

健康保険税を充てることにな

ります。

＊詳細についてはお問い合せ

ください。

読んで得する年金・国保のお話

≪社会保険料控除証明書が送付されます≫

　年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険

料を社会保険料控除として適用を受ける場合には、控

除証明書の添付が必要になっています。

　平成19年中に国民年金保険料を納付された方には、

控除証明書が 11 月または来年 2 月に社会保険庁業務

センターから送付されますので、大切に保管してくだ

さい。

① 11 月に送付される方　

　平成19年1月1日から9月30日までに納付した方

②来年 2 月に送付される方　

　平成 19 年 10 月 1 日から 12 月 31 日までに今年初

めて納付した方

年 金 国 保

●役場窓口年金相談日　11 月 5 日 (月)・26 日 (月)

　住民生活課国保年金係へお気軽にお越しください。

●年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　11 月 20 日 (火)　10 時～ 15 時　商工会館

※年金保険相談に代理人の方が行く場合は、委任状・

身分証明書が必要になります。なお、委任状の書式は

任意ですが、国保年金係にも用紙があります。

▼年金・国保についての問合せは

　住民生活課国保年金係

　（☎ 23 － 2467）

　広報８月号から紹介をしてまいりました「都市計画

税」について、下記のとおり説明会を開催します。

▼日時　右表のとおり

　各地区ごとに日程を振り分けていますが、都合によ

り出席ができない方は、他地区の開催日もしくは日曜

日に出席されても構いませんので、ご参加をお願いし

ます。

▼場所　西当別コミュニティーセンター

▼説明会対象者

　西部地区の用途地域内（太美中央、太美東、太美西、

太美北、太美南、太美寿、太美ｽﾀｰﾗｲﾄ、獅子内の一部、

当別太の一部）の土地および家屋の所有者

▼詳細　都市計画課都市計画係

　　　　（☎ 23 － 3198)

開　催　日　時 対　象　地　区

11/20 ㈫　19 時 ～ 　獅子内　太美北

11/21 ㈬　19 時 ～ 　太美寿　太美スターライト

11/27 ㈫　19 時 ～ 　太美中央　太美東

11/28 ㈬　19 時 ～ 　太美西　太美南　当別太

12/2 ㈰　16 時 ～ 　地区指定なし

都市計画税に係る説明会のお知らせ　
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福 祉

　赤い羽根共同募金に寄せられた

皆様からの寄付金は、民間の社会

福祉施設や社会福祉協議会をはじ

め、学校でのボランティア活動、

母子・父子家庭、高齢者、ボラン

ティア団体などの支援に役立てら

れています。

　皆様の暖かい思いやりを赤い羽

根共同募金にお寄せください。

▼詳細　社会福祉法人  北海道共同募金会

　　　　（☎ 011 － 231 － 8000）

赤い羽根共同募金に

ご支援をお願いします

福 祉

　高次脳機能障害は、交通事故や

怪我、脳の病気、脳に損傷を来す

ことが原因で記憶力が悪くなっ

た、言葉が出ない等、認知障害全

般を指します。一見、目立たない

傷害でもあることから、周囲の無

理解などにより、社会適応に大き

な支障となっています。

　高次脳機能障害の理解を深める

ために研修会を開催します。多く

の方のご参加をお待ちしています。

▼日時　11 月 7 日 (水)　　

　　　　13 時 30 分～ 16 時 30 分

▼会場　江別市勤労者研修センター

　　　　（江別市緑町西 1 丁目 103）

▼内容　講演「高次脳機能障害の理解」

講師　北海道大学病院　生駒一憲教授

体験発表　ＮＰＯ法人コロポックルさっぽろ

▼申込締切　11 月 5 日 (月)

▼参加費　無料

▼申込み・詳細　江別保健所 

　子ども・保健推進課 精神保健福祉係  

　（☎011 － 383 － 2111）

平成 19 年度

高次脳機能障害研修会

福 祉

緊急通報サービス

▼内容　緊急通報装置を貸与し、

緊急事態に対応（24 時間体制）

▼対象　ひとり暮らし高齢者

　　　　（町民税非課税世帯）

▼料金　通報にかかる通話料

配食サービス

▼内容　食の確保と安否確認のため、

夕食を家庭まで届ける（週５回以内）。

▼対象　ひとり暮らし高齢者など

▼料金　１食 400 円

除雪サービス

▼内容　玄関先から公道までの通

路（1 ｍ幅）を除雪（12 月～ 3 月）。

▼対象　ひとり暮らし高齢者、高

齢者夫婦世帯、身体障害のある方。

（町民税所得割非課税世帯）

▼料金　一冬 7,000 円

（生活保護世帯は 3,000 円）

▼詳細　当別町地域包括支援センター

　　　　　（☎ 25 － 5152)

　　　　介護サービス係　

　　　　（☎ 23 － 3029)

紹介します

高齢者保健福祉サービス

高 齢 者

　高齢者が安心して豊かに暮らす

ため、2 種類のガイドブックを作

成しました。ゆとろや役場、公共

施設などで配布しています。　

①当別町元気高齢者づくりガイド

ブック「いきいき」

　生きがいや健康づくりにつなが

る交流の情報や困った時に役立つ

保健福祉サービスと身近な相談窓

口を紹介しています。

▼詳細　福祉課介護サービス係

　　　　(☎☎ 23 － 3029)

②介護保険サービス事業所ガイドブック

　介護が必要な方のために町内の

介護保険サービス事業所の情報を

まとめています。

▼詳細　当別町地域包括支援センター

　　　　　（☎ 25 － 5152)

　地域みんなで元気高齢者づくり

を推進するため「事業」や「集い」

の情報をお寄せください。

高齢者の生活を支える

ガイドブックが出来ました

献血にご協力を

　16 歳から 69 歳までの健康な

方なら、どなたでも献血できます。

（65 歳以上の方は 60 歳から 64

歳の間に献血の経験がある方）

▼場所・日時

11 月 26 日（月）

土木現業所（栄町）

　９時 30 分～ 10 時 30 分

町役場前（白樺町）

　11 時～ 12 時　13 時～ 14 時 30 分

北海道医療大学（金沢）

　15 時～ 16 時 30 分

　11 月は過重労働・賃金不払残

業解消キャンペーン月間です。

　働きすぎによる健康障害、賃金

不払残業の解消のために労使で話

し合いましょう。

　厚生労働省、北海道労働局、労働

基準監督署をご利用ください。

▼無料相談ダイヤル開設日　

　11 月 23 日（金）9 時～ 17 時

▼電話番号

　☎0120 － 897 － 283

労 働 相 談

労働相談無料ダイヤルの

お知らせ


